柏市PTA連絡協議会表彰規定

（表彰の目的）
第1条　　本規定は、ＰＴＡの振興発展に貢献し、その業績顕著な者を表彰し、ＰＴＡ活動の健全な発達と柏市ＰＴＡの向上に資することを目的とする。

（被表彰者）
第２条　　被表彰者は個人、団体とする。

（表彰の範囲）
第３条　（１）柏市ＰＴＡ連絡協議会の会員であること。
　　　　（２）民主的なＰＴＡ振興発展につくし、教育の向上と文化の発展に功績顕著なるもの。
　　　　（３）その他表彰に値すると認める業績または行為のあるもの。
　　　　（４）上部団体より表彰を受けた個人、団体は除く。

（表彰の方法）
1. 表彰は表彰状、または感謝状を贈呈する。

（表彰の時期）　　
1. 表彰は柏市ＰＴＡ連絡協議会定期総会。柏市ＰＴＡ研究協議会において
行う。

（表彰の手続）
第６条　（１）表彰の手続きは各単位ＰＴＡより推薦書を提出し、それに基づき柏市Ｐ連役員会で選考し決定する。
　　　　（２）各単位ＰＴＡ１名とする。
　　　　（３）第３条（３）の場合はこの限りではない。

付則　　本規定は平成１７年３月２８日より実施する。
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